
大江町空き家バンク実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本町の空き家・空き地を移住定住に活用するため、大江町空き家バンクの運営に

必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）空き家 

居住及び使用されていない、又は居住及び使用されなくなる見込みの住宅、店舗及び

その敷地。 

（２）空き地 

  住宅が建っていない、又は更地になる見込みの宅地。 

 

（空き家・空き地物件の登録） 

第３条 空き家バンクに空き家・空き地物件（以下、「物件」という。）の登録を希望する

所有者は、空き家バンク物件登録申請書（様式第１号）及び空き家バンク物件登録台帳

（様式第２号）を町長に提出しなければならない。空き家バンクに登録できる物件は、

次の各号のすべてを満たすものであること。 

（１）土地・建物ともに物件の所有者全員の同意を得ていること。 

（２）契約交渉に関わる全ての事項について、所有者と利用希望者の両者が責任をもって

行うこと。 

（３）登録申請の時点において利用見込みがないこと。 

（４）公益社団法人山形県宅地建物取引業協会（以下、宅建協会という。）に所属する宅

地建物取引業者（以下、担当業者）へ空き家バンク物件登録台帳（様式第２号）の内容

が提供されることに同意していること。 

（５）担当業者及び町の調査に協力すること。 

（６）登録後に物件情報が公開されることに同意すること。 

（７）担当業者が物件の売買・賃貸契約の仲介を行うことに同意していること。 

（８）契約の仲介にあたり担当業者への仲介手数料が発生することに同意していること。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、空き家等の対策に関する連携協定書に基づき、

宅建協会に物件の調査を依頼する。 

３ 宅建協会は、会員から物件の担当業者を選定し、物件の調査を実施し、担当業者の

調査結果により、空き家バンク物件登録調査票（様式第３号）を町長に提出する。 

４ 町長は、前項の規定による調査結果により登録の可否を判断し、空き家バンク物件登

録決定通知書（様式第４号）により所有者へ通知する。 



 

（登録内容の変更届出等） 

第４条 前条により登録された内容の変更を希望する物件の所有者は、空き家バンク物件

登録変更届（様式第５号）及び変更後の内容を記載した空き家バンク物件登録台帳（様

式第２号）を、登録の取り消しを希望する物件の所有者は、空き家バンク物件登録取消

届（様式第６号）を町長に届け出ること。ただし、登録内容のうち希望金額は、不動産

取引を制限するものではなく所有者が随時変更できることとし、第６条により公開して

いる希望金額は、所有者または担当業者が電話、電子メール等による連絡で変更できる

ものとする。 

 

（空き家バンク物件登録の取り消し） 

第５条 町長は、前条の規定により登録した物件が、次の各号のいずれかに該当するとき

は登録を取り消すことができる。 

（１）登録物件が第３条第１項各号を満たさなくなったとき。 

（２）空き家バンク物件情報登録取消届（様式第６号）の届出があったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めたとき。 

 

（空き家バンク物件情報の公開） 

第６条 町長は、第３条の規定により登録した物件を、町ホームページ及び全国版空き家

バンク等に公開することができる。ただし、公開にあたっては、物件の所在地が特定で

きないようにするため、所有者の氏名、所在地の地番は掲載しない。写真その他の情報

は位置が特定されないよう配慮する。 

 

（空き家バンク物件情報の公開終了） 

第７条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件の公開を終了する。 

（１）物件の売買または貸借が決定したとき。 

（２）破損その他の原因により、物件の現状が登録内容と異なる状態となったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めたとき。 

 

（利用希望登録の申請等） 

第８条 空き家バンク物件の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）は、次項

に掲げる条件に誓約の上、運転免許証又はマイナンバーカードなど本人を確認できる書

類の写しを添え、空き家バンク利用希望登録申請書（様式第７号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる条件に誓約していることを確

認の上、利用希望者として登録する。 

（１）空き家バンク物件の利用目的が、自己の居住または事業であること。ただし、事業



を目的とする場合は、店舗や事務所等、物件に滞在していることが常態である用途と

し、倉庫や資材置き場を除く。 

（２）物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがな

いこと。 

（３）空き家バンクの利用希望登録で得た情報は、物件を自己の定住又は事業に利用する

ためにだけ利用し、他の目的で使用しないこと。 

（４）物件の利用にあたっては、近隣の住民と良好な関係を築き、周囲の生活環境に配慮

し、地域の共同作業等に積極的に参加すること。 

（５）契約交渉に関わる全ての事項について、所有者と利用希望者の両者が責任をもって

行うこと。 

（６）担当業者が物件の売買・賃貸契約の仲介を行うことに同意すること。 

（７）契約の仲介にあたり担当業者への仲介手数料が発生することに同意すること。 

３ 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用登録完了通知書（様

式第８号）により利用希望者に通知する。 

 

（利用希望登録の変更の届出） 

第９条 前条第３項の規定による登録の通知を受けた利用希望者は、登録内容に変更があ

ったときは、空き家バンク利用希望登録変更届（様式第１１号）により届け出なければ

ならない。 

 

（利用希望登録の取消） 

第１０条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り

消すことができる。 

（１）第８条第２項各号の条件を満たさなくなったと認められるとき。 

（２）申請内容に虚偽があったとき。 

（３）前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。 

 

（情報の提供等） 

第１１条 町長は、第８条の規定により登録された利用希望者に対し、空き家バンクに登

録された物件の情報を提供することができる。 

２ 町長は、登録物件の所有者と担当業者、利用希望者の空き家・空き地に関する交渉や

売買契約及び賃貸借契約等に関与しない。 

３ 町長は、登録物件の所有者と担当業者、利用希望者が行った契約後のトラブル等につ

いて、一切の責任を負わない。 

 

（適用上の注意） 

第１２条 この要綱は、空き家バンク以外での空き家・空き地の取引を制限するものでは



ない。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

附  則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２１年 ２月２３日から施行する。 

この要綱は、平成２５年 ４月２５日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年 ７月 ７日から施行する。 

 この要綱は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

 この要綱は、令和 元年 ７月 ５日から施行する。 

（施行期日及び経過措置） 

 この要綱は、令和 ６年 ４月  日から施行する。 

この要綱の名称を変更することに伴い、改正前の名称「大江町空き家・空き地情報提供

システム」を引用する「大江町空き家等対策計画」「空き家等の対策に関する連携協定

書」、「大江町空き家利活用支援事業費補助金交付要綱」及びその他の文書において、「大

江町空き家バンク実施要綱」に読み替える。 

 

http://www.town.shonai.yamagata.jp/akiya_hp/akiya.pdf
http://www.town.shonai.yamagata.jp/akiya_hp/akiya.pdf

